
奈良市公民館分館２２館に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会審査要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則（平成２７年奈良市教育委

員会規則第８号）に基づき設置する奈良市教育委員会指定管理者選定委員会（以下「委員会」と

いう。）による別表１に掲げる奈良市公民館分館２２館の指定候補者の選定についての審査に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （審査） 

第２条 委員会は、審査を行うため、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成１７年奈良市条例第８５号。以下「条例」という。）第４条第１項各号に掲げる選定

の基準に基づき審査項目表を作成するものとする。 

２ 審査項目表の作成に当たっては、当該施設の特性に配慮して審査項目を設定し、配点を定める

ものとする。 

３ 審査は、指定管理者の指定の申請を行った法人その他の団体（以下「申請団体」という。）につ

いて、審査項目表に従い、書類審査により評価して行う。 

 （書類審査） 

第３条 書類審査は、委員会の委員（以下「委員」という。）が、条例第３条の規定に基づき申請団

体から教育委員会に提出された申請書等を精査し、審査項目表に定める審査項目ごとに、指定管

理者としての適否を評価し、又は別表２及び別表３に定めるところにより採点して行なう。 

２ 委員会は、前項の規定に基づく各委員の評価及び採点を集計し、その採点の合計点数を申請団

体の得点として決定する。 

３ 委員長は、書類審査に際して必要があると認めるときは、申請団体の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

 （審査の結果） 

第４条 委員会は、申請団体が次のいずれにも該当しないときは、当該申請団体を指定候補者とし

て選定することが適当である旨の決定を行うものとする。 

 (1) 委員の半数以上が「指定管理者としてふさわしくない（適さない）」と評価した審査項目があ

る申請団体 

 (2) 委員の半数以上が「劣っている」以下で評価した審査項目が、審査項目の総数のうち半数以

上を占める申請団体（第 1 号に該当する申請団体を除く。） 

 (3) その他委員会が選定の基準を満たしていないと判断した申請団体 

２ 委員会は、申請団体が前項各号のいずれかに該当するときは、申請団体が選定の基準を満たし

ていない旨の決定を行うものとする。 

３ 委員会は、第１項の規定に基づく決定に際し、当該申請団体の事業計画書等の内容、業務を行

わせるに当たり改善を促すべき事由等に関し、必要な意見を付けることができる。 

 （補則） 

第５条 この要領に定めるもののほか、奈良市公民館分館２２館の指定候補者の選定についての審

査に関し必要な事項は、委員長が定める。 

   



 附 則 

 この要領は、令和６年７月１９日から施行する。 

 

別表１ 

 施設の名称  施設の名称 

1  西部公民館学園大和分館 12  興東公民館狭川分館 

2  南部公民館精華分館 13  興東公民館大平尾分館 

3  南部公民館東九条分館 14  春日公民館西木辻分館 

4  田原公民館横田分館 15  春日公民館大安寺分館 

5  田原公民館水間分館 16  春日公民館済美南分館 

6  田原公民館杣ノ川分館 17  二名公民館二名分館 

7  富雄公民館元町分館 18  京西公民館平松分館 

8  柳生公民館興ヶ原分館 19  伏見公民館あやめ池分館 

9  柳生公民館邑地分館 20  平城公民館歌姫分館 

10  柳生公民館丹生分館 21  飛鳥公民館白毫寺分館 

11  柳生公民館北野山分館 22  都跡公民館佐紀分館 

 

 

別表２（第３条関係） 

評価 点数 

優れている ３ 

妥当である ２ 

劣っている １ 

 

別表３（第３条関係） 

評価 点数 

提示金額が今年度予算の９０％未満 ５ 

提示金額が今年度予算の９０％以上９５％未満 ４ 

提示金額が今年度予算の９５％以上１００％未満 ３ 

提示金額が今年度予算の１００％以上１０５％未満 ２ 

提示金額が今年度予算の１０５％以上 １ 

 


